
 

国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 外 国 人 教 師 就 業 規 則 新 旧 対 照 表 

改    正    前 改    正    後 

 （前 略） 

別表第１ 

別表第２ 

別表第３ 外国人教師の俸給月額・都市手当表 

号俸 俸給月額 都市手当 

１ 324,000円 32,400円 

２ 368,000円 36,800円 

３ 413,000円 41,300円 

４ 450,000円 45,000円 

５ 484,000円 48,400円 

６ 520,000円 52,000円 

７ 540,000円 54,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１ 

別表第２ 

別表第３ 外国人教師の俸給月額・都市手当表 

号俸 俸給月額 都市手当 

１ 324,000円 32,400円 

２ 369,000円 36,900円 

３ 414,000円 41,400円 

４ 450,000円 45,000円 

５ 485,000円 48,500円 

６ 521,000円 52,100円 

７ 540,000円 54,000円 

   附 則 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日の前日において外国人教師

として雇用していた者を引き続き外国人教師とし

て雇用する場合における当該者に係る改正後の別

表第３の適用については、平成３０年３月３１日ま

での間は、なお従前の例による。 

 

（略） （同 左） 


